
シ
ェ
ア
等
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
“
ノ

ン
・
ハ
ー
ド
コ
ア
”規
制
に
区
分
さ
れ

ま
す
。そ
の
ほ
か
、“
支
配
的
地
位
の
濫

用
”規
制
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
G
A
F
A
に
よ
る

違
反
嫌
疑
事
案
が
有
名
で
す
。
ま
た
、

②
は
、“
事
前
届
出
”に
か
か
る
規
制（
ガ

ン
・
ジ
ャ
ン
ピ
ン
グ
規
制
を
含
む
）と
、

M
&
A
自
体
の
合
法
性
を
判
断
す
る

“
実
体
審
査
”で
構
成
さ
れ
ま
す
（
図
表

1
）。

ま
り
メ
ー
ル
や
チ
ャ
ッ
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
隠
匿
・
削
除
し
た
り
、証
拠
開
示
を

拒
ん
だ
り
遅
延
さ
せ
た
り
す
れ
ば
“
調

査
妨
害
”を
認
定
さ
れ
、企
業
へ
の
巨
額

制
裁
金
や
自
身
の
身
体
的
拘
束
に
つ
な

が
り
か
ね
な
い
。「
調
査
妨
害
行
為
が
発

生
す
る
リ
ス
ク
要
因
と
し
て
、コ
ロ
ナ

期
中
の
各
社
に
お
け
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

の
“
緩
み
”に
加
え
、在
宅
勤
務
の
普
及

に
よ
り
I
T
担
当
者
の
対
応
・
協
力
が

得
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
な
ど
が
想
定
さ
れ

ま
す
」と
井
上
弁
護
士
は
述
べ
、E
U
委

よ
り
数
万
〜
数
百
万
ユ
ー
ロ
の
制
裁
金

が
課
さ
れ
た
最
近
数
年
間
の
調
査
妨
害

事
案
を
紹
介
し
た
。

2
・
E
U
競
争
法
体
系
と
違
反
類
型
、

　 

調
査
時
に
お
け
る
注
意
事
項
の
整
理

　

各
企
業
は
、調
査
や
制
裁
の
リ
ス
ク

を
十
分
認
識
す
る
と
と
も
に
、E
U
競

争
法
の
体
系
と
日
本
の
法
制
度
と
の
違

い
に
関
す
る
基
本
知
識
を
復
習
し
た
う

え
で
準
備
・
対
応
に
あ
た
る
必
要
が
あ

る
。
井
上
弁
護
士
が
大
枠
を
わ
か
り
や

す
く
お
さ
ら
い
す
る
。

　
「
E
U
競
争
法
は
、“
①
行
動
規
制
”と

“
②
構
造（
M
&
A
）規
制
”に
大
別
さ

れ
、①
は
、さ
ら
に“
水
平
規
制（
対
・
対

等
企
業
間
）”と“
垂
直
規
制（
対
・
販
売

代
理
店
、デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
）”

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、弁
解
が
一
切
許

さ
れ
な
い“
一
発
ア
ウ
ト
型
”の“
ハ
ー

ド
コ
ア
”規
制
と
、行
為
態
様
や
市
場

　

最
近
の
注
目
す
べ
き
違
反
・
嫌
疑
事

例
と
し
て
は
、

・【
事
案
①
】欧
州
の
複
数
国
に
拠
点
を

有
す
る
事
業
法
人
Ａ
が
、Ｂ
〜
Ｄ
国
の

拠
点
を
通
じ
て
傘
下
の
デ
ィ
ス
ト
リ

ビ
ュ
ー
タ
ー（
代
理
店
）の
越
境
取
引
等

を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
製
品
価
格
の

維
持
・
安
定
を
図
っ
た「
再
販
売
価
格

拘
束
」「
顧
客
分
割
」「
地
域
分
割
」行
為

（
2
0
1
8
年
）

・【
事
案
②
】J
V
解
消
時
に
お
い
て
、出

資
企
業
2
社
が
、当
該
J
V
お
よ
び
出

資
企
業
等
に
属
す
る
特
定
の
技
術
者
の

引
き
抜
き
を
相
互
に
行
わ
な
い
旨
の
約

定（N
on-Poach Clause

）を
し
た
行

為（
2
0
2
3
年
11
月
現
在
、E
U
委

に
よ
る
捜
査
が
進
行
中
）

　

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、事
案
①
は
E
U

競
争
法
の
典
型
的
な
規
制
類
型
で
あ
る

“
再
販
売
価
格
拘
束
”に
該
当
す
る
事

案
、事
案
②
は
、日
本
の
独
禁
法
の
感
覚

で
は
な
じ
み
が
薄
い
と
思
い
ま
す
、が

カ
ル
テ
ル
に
該
当
す
る
注
意
す
べ
き
類

型
と
い
え
ま
す
」（
井
上
弁
護
士
）。

　

最
後
に
、実
際
の
立
入
調
査
時
の
注

意
事
項
に
つ
い
て
、井
上
弁
護
士
は

・
弁
護
士
の
立
会
権
が
認
め
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
（
実
務
上
、
立
入
調
査

は
捜
査
官
到
着
か
ら
30
分
を
待
た

ず
に
開
始
さ
れ
る
）

・
個
人
情
報
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
抗
弁

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

・
日
本
本
社
な
ど
、
外
国
の
サ
ー
バ
ー

を
通
常
業
務
で
閲
覧
し
て
い
る
場
合

は
、当
該
サ
ー
バ
ー
の
情
報
も
調
査
対

象
と
な
る
こ
と

・
弁
護
士

－

依
頼
者
間
の
秘
匿
特
権

や
被
調
査
者
の
黙
秘
権
は
限
定
的

な
が
ら
も
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

権
利
放
棄
と
み
な
さ
れ
る
前
に
行
使

可
能
な
権
利
は
行
使
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と

　

な
ど
を
挙
げ
、社
内
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

（
特
に
自
宅
へ
の
立
入
調
査
対
応
）の

継
続
実
施
と
緊
急
時
対
応
に
か
か
る

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
・
更
新
の
重
要
性

を
訴
え
た
。

1
・〝
三
位
一
体
〞の
社
内
調
査
チ
ー
ム
の

　
結
成
・
活
動
を
支
援

　

欧
州
で
も
米
国
で
も
、立
入
調
査
や

事
実
審
理
に
お
け
る
証
拠
収
集
の
眼
目

が
紙
媒
体
か
ら
電
磁
的
記
録
に
移
り
、

取
り
扱
わ
れ
る
証
拠
の
範
囲
・
件
数
も

桁
違
い
に
増
え
た
現
在
、各
社
の
証
拠

保
存（
隠
滅
防
止
策
）に
際
し
て
は
、人

的
対
策
に
加
え
、シ
ス
テ
ム
・
技
術
面

の
対
策
が
不
可
欠
だ
。そ
し
て
、か
か
る

対
策
は
、立
入
調
査
を
踏
ま
え
て
実
施

さ
れ
る
社
内
調
査
で
も
同
様
で
あ
る
。

　
「
社
内
調
査
チ
ー
ム
の
立
上
げ
か
ら

デ
ー
タ
保
全
・
収
集
、回
収
し
た
デ
ー

タ
の
解
析
、レ
ビ
ュ
ー
とe-D

iscovery

こう備える 危機下の企業防衛：
欧州における立入調査の新傾向と対策について

　

欧
州
に
拠
点
を
お
く
日
本
企
業
に

と
っ
て
、欧
州
委
員
会
お
よ
び
E
U
加

盟
国
の
各
競
争
当
局（
以
下
、「
E
U
委
」

と
い
う
）に
よ
る
立
入
調
査
は
常
に
身

近
な
リ
ス
ク
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
立
入
調
査
件
数
や
制
裁
金
額
が
急

速
に
復
調
す
る
今
日
、各
社
の
現
場（
事

業
所
）と
管
理
部
門（
法
務
・
シ
ス
テ
ム

等
）を
中
心
に
進
め
る
べ
き
準
備
・
対

応
に
つ
い
て
、2
名
の
専
門
家
か
ら
講

演
い
た
だ
い
た
。

1
・
調
査
件
数
の
推
移
と
調
査
妨
害
の

　 

生
ず
る
背
景
・
制
裁
事
案

　
「
コ
ロ
ナ
・
シ
ョ
ッ
ク
収
束
期
に
あ

た
る
2
0
2
2
年
10
月
、欧
州
委
員
会

は
立
入
調
査
を
重
点
化
す
る
方
針
を
公

表
し
ま
し
た
。2
0
2
0
年
度
以
降
、

件
数
は
年
々
増
加
し
、2
0
2
3
年
度

は
、コ
ロ
ナ
前
を
大
き
く
上
回
る
ペ
ー

ス
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
過
去
に
は

日
本
企
業
に
対
す
る
調
査
・
制
裁
も
あ

る
た
め
、油
断
は
禁
物
で
す
」と
注
意
喚

起
す
る
の
は
、ベ
ー
カ
ー
＆
マ
ッ
ケ
ン

ジ
ー
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業

の
井
上
朗
弁
護
士
。

　

あ
る
日
突
然
、捜
査
官
が
事
業
所
や

自
宅
に
押
し
か
け
、強
制
的
に
業
務
用

機
器
の
デ
ー
タ
を
回
収
し
て
い
く
衝
撃

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、パ
ニ
ッ
ク
の
あ
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を
含
む
証
拠
開
示
対
応
ま
で
、当
社
の

提
供
す
る
デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ

ク
・
サ
ー
ビ
ス
が
、顧
客
企
業
や
法
律

事
務
所
と
“
三
位
一
体
”と
な
っ
て
効

果
的
な
支
援
策
を
提
供
し
ま
す
」と
、Ｅ

ｐ
ｉ
ｑ
・
シ
ニ
ア
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
早

川
浩
佑
氏
は
前
置
き
し
、各
局
面
に
お

け
る
同
社
の
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
内
容

を
詳
説
し
た
。

2
・
デ
ー
タ
収
集
・
保
全
か
ら
解
析
、

　 

開
示
ま
で
の
シ
ー
ム
レ
ス
な

　 

連
携
を
可
能
に

　
「
ま
ず
、①
証
拠
と
な
る
デ
ー
タ
の

収
集
・
保
全
の
フ
ェ
ー
ズ
に
お
い
て
あ

ら
ゆ
る
ソ
ー
ス
（
E
メ
ー
ル
、ク
ラ
ウ

ド
ス
ト
レ
ー
ジ
、携
帯
デ
バ
イ
ス
、ビ
ジ

ネ
ス
連
携
ソ
フ
ト
、（
オ
ン
プ
レ
）フ
ァ

イ
ル
サ
ー
バ
ー
等
）か
ら
生
デ
ー
タ
を

効
率
的
に
収
集
し
た
後
、②
デ
ー
タ
処

理
で
①
の
生
デ
ー
タ
に
対
し
て
メ
タ

デ
ー
タ
の
抽
出
・
解
析
や
重
複
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
の
除
去
等
を
実
施
し
て
対
象
文

書
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
、あ
ら

か
じ
め
当
社
に
て
検
討
・
準
備
し
た
イ

ン
デ
ッ
ク
ス
に
即
し
た
検
索
作
業
を
繰

り
返
し
、人
的
レ
ビ
ュ
ー
対
象
の
コ
ア
・

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
絞
り
込
み
ま
す
。
③

法
律
事
務
所
と
協
同
し
た
レ
ビ
ュ
ー
に

あ
た
っ
て
は
、人
の
目
と
か
け
合
わ
せ

た
A
I
／
機
械
学
習
で
の
高
度
解
析
も

既
に
普
及
し
て
い
ま
す
が
、一
昔
前
の

よ
う
な
教
師
デ
ー
タ
を
用
い
た
事
前
の

機
械
学
習
を
経
る
こ
と
な
く
、初
期
の

レ
ビ
ュ
ー
過
程
で
得
た
学
習
結
果
を
ス

コ
ア
リ
ン
グ
し
て
残
り
の
文
書
の
レ

ビ
ュ
ー
に
応
用
す
る
技
術
も
導
入
さ
れ

て
い
ま
す
。さ
ら
に
、こ
れ
ら
を
通
じ
て

④e-D
iscovery

や
他
の
証
拠
開
示
・
報

告
に
お
い
て
も
、当
社
の
デ
ジ
タ
ル

フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク
・
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ

て
ご
提
供
す
る
デ
ー
タ
を
用
い
て
広
く

対
応
い
た
だ
け
る
も
の
と
期
待
し
ま

す
。
当
社
サ
ー
ビ
ス
の
最
新
の
国
内
運

用
動
向
に
つ
い
て
は
、毎
年
当
社
に
て

調
査
レ
ポ
ー
ト
を
発
行
し
て
い
ま
す
の

で
、当
社
サ
ー
ビ
ス
と
併
せ
て
お
役
立

て
く
だ
さ
い
」（
早
川
氏
）。

行動規制

水平規制

カルテル規制（ハードコア規制） ノン・ハードコア規制

垂直規制

ハードコア規制 ノン・ハードコア規制

支配的地位の濫用

構造規制

企業結合規制

事前届出 実体審査
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EU競争法における規制区分 図表1

電
子
情
報
の
収
集・解
析

に
か
か
る
フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク・

サ
ー
ビ
ス
導
入
の
ス
ス
メ

Ⅱ
突
然
行
わ
れ
る

強
制
的
な
証
拠
収
集
に
も

万
全
の
態
勢
を

Ⅰ


